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宅配管理プレミアム 操作マニュアル 

消費税率変更・軽減税率対応のガイド 

最終更新日：2019/09/10 

ミライソフト（有） 

 

1. はじめに 

Ver10を導入直後は「軽減税率対応の請求書を使用しない」の状態です。 

9月までの請求書は、設定を変更せずに全て発行してください。税率は 8%のままです。 

 

宅配管理者名右の[初期設定]ボタン→[初期設定]タブ→[宅配管理者登録] 

 
 

9月までの請求書を発行し終わったら、基本的な設定の変更を行います。 

なお、現在発売中の Ver10では軽減税率に関する対応は請求書と見積機能の対応のみです。 

各種送り状の消費税表示の対応はまだ行っておりません。 

今後、各運送業者から案内がありお客様からのご要望があった場合に随時対応検討致します。 

 

2. 宅配管理者登録の変更 

宅配管理者名右の[初期設定]ボタン→[初期設定]タブ→[宅配管理者登録]  
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宅配管理者登録の画面で設定を変更します。 

 

 

消費税率は旧デザインの請求書で 9月以前の発行済請求書を閲覧する際に使用します。 

税額表示方法を確認して、軽減税率対応内の設定を行います。 

 

それぞれの項目の設定を行ってください。 

最初に必ず軽減税率対応の請求書を“使用する”に変更してください。 

請求書の送料の税額はこちらで設定した率で一律計算されます。 

適格請求書発行事業者登録番号は 2019年現在未入力で構いません。 

 

 

 

＜適格請求書発行事業者登録番号とは＞ 

2023年 10月から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式 

（いわゆるインボイス制度）が導入されます。 

適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書 

発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 

適格請求書発行事業者登録制度の申請は、2021年 10月から開始予定です。 

税務署より審査を受け、番号を取得する事となります。 

 

宅配管理プレミアムでは事前にこの項目を準備しておりますが、今すぐ設定が必要な項目ではあり 

ませんのでご説明を補足致しました。 
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3. 消費税率登録の確認 

次に消費税のマスタを整備しましょう 

宅配管理者名右の[初期設定]ボタン→[初期設定]タブ→[消費税率登録] 

 

 

軽減税率対象となる率に☑を入れます（2019年現在は 8%が対象です） 

生産者の皆様は主力の商品は殆どが 8%だと思います。初期の☑も 8%にしてください。 

 

 

商品登録の一番右側の項目に消費税率の項目を追加しています。 

  



4 

 

4. 商品別税率変更 

次に商品マスタの整備を行います。 

宅配管理者名右の[初期設定]ボタン→[基本設定]タブ→[商品登録] 

 

 

商品は一律 8%になっていますので、変更の必要な商品のみ 10%に変更してください。 

修正後[保存]ボタンをクリック。 

 

 

 

ここまでで、基本設定は完了です 

次に実際の請求書を確認してみましょう 
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5. 請求書の確認 

軽減税率適用請求書の印刷は、従来の 

送り状印刷メニュー →[注文受付登録] 右上の請求書ボタン、または 

請求入金メニュー  →[請求書・郵便取扱票印刷] 

 

 

注）軽減税率対応請求書では値引き入力は行えません。ご了承ください。 

 

次ページに請求書の全体サンプルイメージを表示します。 

サンプルタイプは、明細（外税/入力順）です。 
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＜請求書サンプルイメージ＞ 

 

＜軽減税率対応請求書の概要＞ 

① 合計は８％の税込金額と１０％税込金額を合算したものになります。 

② 軽減税率対象商品には明細の左端に＊表示がされます 

③ 税率別の合計金額が表示されます 

④ 登録番号を入力した場合のみ表示されます 

以上 

①  

② 

③  

④  


